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ご
あ
い
さ
つ新

利
根
川
土
地
改
良
区

　
　
理
事
長
　
髙
　
城
　
　

功

　
初
夏
の
候
、
組
合
員
の
皆
様
に

お
か
れ
ま
し
て
は
、
益
々
ご
健
勝

で
ご
活
躍
の
こ
と
と
お
喜
び
申
し

上
げ
ま
す
。
農
業
情
勢
が
厳
し
い

中
、
日
頃
よ
り
ご
支
援
ご
協
力
を

頂
い
て
お
り
ま
す
こ
と
に
改
め
て

感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
三
月
二
八
日
に
第

一
六
三
回
通
常
総
代
会
が
、
稲
敷

土
地
改
良
事
務
所
よ
り
大
塚
所

長
、
県
土
連
県
南
事
業
所
よ
り
小

沢
所
長
ご
臨
席
の
も
と
に
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
金
江
津
地
区
の
高
橋

総
代
を
議
長
と
し
、
平
成
二
九
年

度
補
正
予
算
及
び
平
成
三
十
年
度

予
算
に
つ
い
て
、
総
代
の
皆
様
に

慎
重
審
議
を
頂
き
、
全
議
案
が
原

案
通
り
可
決
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
従
い
効
果
的
か
つ
効
率
の

良
い
予
算
の
執
行
及
び
運
営
に
取

り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。
よ
ろ
し

く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

今
年
度
よ
り
米
の
生
産
調
整
等

の
枠
組
み
が
取
り
払
わ
れ
る
こ
と

に
よ
り
、
農
家
自
身
が
需
給
を
見

据
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
収

入
保
険
制
度
が
導
入
さ
れ
る
と
の

こ
と
で
す
が
、
今
後
は
変
動
す
る

米
価
に
対
し
て
、
生
産
コ
ス
ト
を

い
か
に
抑
え
る
か
が
重
要
に
な
っ

て
き
ま
す
。
そ
の
為
に
は
農
業
基

盤
の
整
備
と
農
地
の
集
積
が
必
要

不
可
欠
で
す
。
こ
の
基
盤
整
備
の

た
め
の
国
の
農
村
振
興
関
係
予
算

は
、
今
年
度
四
，
三
四
八
億
円
が

確
保
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ

れ
は
大
幅
に
減
額
さ
れ
る
前
の
平

成
二
一
年
度
と
比
較
し
て
約

七
五
％
し
か
回
復
し
て
お
ら
ず
、

十
分
に
確
保
さ
れ
て
い
る
と
は
い

え
な
い
状
況
で
す
。
事
業
の
採
択

要
件
を
満
た
し
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
国
や
県
の
当
初
予
算
の

不
足
か
ら
採
択
を
待
た
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
状
況
も
考
え
ら
れ
ま

す
。
当
地
区
に
は
、
老
朽
化
が
進

み
早
急
な
更
新
整
備
を
必
要
と
し

て
い
る
施
設
も
あ
り
ま
す
の
で
、

引
き
続
き
当
初
予
算
の
十
分
な
確

保
を
目
指
し
て
、
予
算
要
望
活
動

を
続
け
て
参
り
ま
す
。

ま
た
、
担
い
手
の
へ
の
農
地
の

集
積
・
集
約
に
つ
き
ま
し
て
は
、

農
地
中
間
管
理
機
構
に
協
力
す
る

と
と
も
に
、
新
た
に
整
備
さ
れ
た

土
地
改
良
制
度
等
を
有
効
活
用

し
、
農
地
の
集
積
・
集
約
と
、
農

家
負
担
の
少
な
い
事
業
実
施
の
両

方
を
図
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

県
営
潅
排
償
還
金
及
び
、
そ
の

他
土
地
総
地
区
の
償
還
金
に
つ
い

て
は
早
期
に
賦
課
を
完
了
で
き
る

よ
う
、
引
き
続
き
調
整
を
行
っ
て

お
り
ま
す
。
（
新
橋
地
区
及
び
八

筋
川
開
拓
地
区
は
償
還
を
開
始
し

た
ば
か
り
の
た
め
、
除
か
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
）
長
年
の
負
担
か

ら
解
放
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
は
あ
り

ま
す
が
、
当
地
区
の
基
幹
的
水
利

施
設
は
着
工
か
ら
す
で
に
三
八
年

が
経
過
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
、

大
規
模
な
更
新
事
業
の
計
画
が
必

要
な
時
期
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
償
還
完
了
に
伴
い
、
賦
課

金
の
滞
納
に
関
し
て
は
さ
ら
に
厳

し
い
姿
勢
で
臨
み
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。
徴
収
対
策
委
員
会
を

中
心
に
、
未
納
者
に
対
し
て
は
差

押
え
等
の
滞
納
処
分
を
迅
速
に
行

い
、
組
合
員
の
皆
様
に
不
公
平
の

無
い
よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

ま
た
、
本
年
度
も
引
き
続
き
用

水
の
休
止
日
を
設
定
し
、
実
施
し

て
い
く
こ
と
を
、
理
事
会
で
決
定

い
た
し
ま
し
た
。
今
年
は
高
温
が

予
想
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
皆
様

に
は
引
き
続
き
用
水
の
掛
け
流
し

等
は
行
わ
な
い
よ
う
、
ご
協
力
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

最
後
に
、
農
業
農
村
を
取
り
巻

く
状
況
や
、
国
の
示
す
農
業
農
村

整
備
事
業
の
方
向
性
に
よ
り
、
当

地
域
に
お
い
て
も
、
「
攻
め
の
農

業
」
へ
の
転
換
を
図
る
べ
く
、
生

産
コ
ス
ト
の
低
減
や
地
域
に
合
っ

た
高
収
益
作
物
に
よ
る
営
農
体
系

の
強
化
を
目
的
と
し
た
対
策
を
検

討
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
情
勢
の
変

化
を
注
視
し
、
国
、
県
、
市
、

町
、
Ｊ
Ａ
等
の
関
係
機
関
と
協
力

し
、
土
地
改
良
区
が
組
合
員
の
皆

様
に
対
し
て
、
そ
の
役
目
を
果
た

せ
る
よ
う
努
め
て
参
り
ま
す
の

で
、
な
お
一
層
の
ご
理
解
と
ご
協

力
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
挨
拶

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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稲
敷
土
地
改
良
事
務
所
の
大
塚

で
ご
ざ
い
ま
す
。
昨
年
度
に
引
き

続
き
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

　

新
利
根
川
土
地
改
良
区
の
皆
様

に
は
、
日
頃
よ
り
、
本
県
の
農
業

振
興
並
び
に
農
業
農
村
整
備
事
業

の
推
進
に
つ
き
ま
し
て
、
ご
理
解

と
ご
協
力
を
賜
っ
て
お
り
ま
す
こ

と
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

近
年
の
農
業
農
村
の
環
境
は
、

米
価
の
低
迷
、
農
業
従
事
者
の
高

齢
化
や
担
い
手
不
足
、
耕
作
放
棄

地
の
増
加
、
農
業
水
利
施
設
の
老

朽
化
、
農
地
の
集
積
・
集
約
化
の

遅
れ
な
ど
、
様
々
な
課
題
に
直
面

し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
中
、
本
県
農
業
を

さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
い
く
た
め
、

県
と
い
た
し
ま
し
て
は
平
成
２
９

年
１
２
月
に
「
新
し
い
茨
城
づ
く

り
政
策
ビ
ジ
ョ
ン
」
を
策
定
い
た

し
ま
し
て
「
革
新
的
な
産
地
づ
く

り
」
や
「
経
営
感
覚
に
優
れ
た
経

営
体
の
育
成
」
等
を
進
め
て
ま
い

り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
中
、
土
地

改
良
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
、

「
産
地
を
支
え
る
経
営
体
づ
く

り
」
を
進
め
る
た
め
の
、
基
盤
づ

く
り
と
し
て
不
可
欠
で
あ
り
、
ほ

場
の
大
区
画
化
を
は
じ
め
、
基
盤

整
備
を
契
機
と
し
た
担
い
手
へ
の

農
地
集
積
、
老
朽
化
し
た
農
業
水

利
施
設
の
長
寿
命
化
対
策
、
多
面

的
機
能
支
払
交
付
金
を
活
用
し
た

農
地
や
用
排
水
路
等
の
保
全
管

理
、
さ
ら
に
は
東
日
本
大
震
災
や

関
東
・
東
北
豪
雨
災
害
等
の
自
然

災
害
を
教
訓
と
し
た
防
災
対
策
な

ど
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

当
事
務
所
で
は
、
今
年
度
も
水

田
農
業
を
支
え
る
生
産
基
盤
の
整

備
や
老
朽
化
が
進
む
農
業
水
利
施

設
の
長
寿
命
化
対
策
を
中
心
と
し

た
県
営
事
業
等
に
取
り
組
ん
で
ま

い
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
今

ご
あ
い
さ
つ

茨
城
県
県
南
農
林
事
務
所

　
　
稲
敷
土
地
改
良
事
務
所

　
　
　
所
　
長
　
大
　
塚
　
正
　
美

年
度
の
予
算
に
つ
き
ま
し
て
は
、

農
業
水
利
施
設
の
更
新
・
補
修
に

関
す
る
事
業
が
特
に
厳
し
い
状
況

と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
た

め
、
土
地
改
良
区
の
皆
様
の
ご
要

望
を
関
係
機
関
へ
つ
な
ぎ
、
事
業

が
円
滑
に
展
開
で
き
ま
す
よ
う
、

更
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

農
業
農
村
を
取
り
巻
く
環
境
は

厳
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
当

事
務
所
と
し
ま
し
て
は
、
農
業
・

農
村
が
維
持
発
展
で
き
ま
す
よ

う
、
職
員
一
同
取
り
組
ん
で
ま
い

り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の

で
、
引
き
続
き
、
皆
様
方
の
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

　

結
び
に
、
新
利
根
川
土
地
改
良

区
の
益
々
の
ご
発
展
と
皆
様
方
の

ご
健
勝
を
ご
祈
念
申
し
上
げ
ま
し

て
、
ご
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま

す
。

茨城県農地中間管理機構（公益社団法人茨城県農林振興公社）
茨城県水戸市上国井町 3118-1 TEL. 029-239-7131

農地を貸したい
● 規模縮小 ● 経営転換 ● 農地相談 でお困りの方

メリット
● 賃料は機構を通して支払われ、期間が満了すれば、

農地は確実に戻ります。
● 要件を満たせば、協力金の交付が受けられます。

農地を借りたい
● 規模拡大 ● 新規参入 をお考えの方

メリット
● 長期の耕作が可能となり、安定的な経営が行えます。
● まとまった農地の借入や、分散した農地の集約化が

できます。

「農地集積バンク」茨城県農地中間管理機構
機構が借り受けられる農地の基準（主なもの）

● 農業振興地域内の農地。
● 10 年以上の貸付が可能。
● 土地改良区賦課金の延滞がない。

● 再生作業が困難な遊休農地ではないこと。
● 隣接地との境界が確定されている。
● 大型農業機械が通行可能な進入路が確保されている。

貸 付 貸付（転貸）
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昨
年
度
に
引
き
続
き
ま
し
て
、

土
地
改
良
事
業
団
体
連
合
会
県
南

事
業
所
長
を
務
め
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
小
沢
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本

年
度
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま

す
。新

利
根
川
土
地
改
良
区
の
皆
様

方
に
は
、
常
日
頃
よ
り
農
業
農
村

整
備
事
業
の
推
進
は
も
と
よ
り
本

会
の
業
務
運
営
に
対
し
ま
し
て
、

特
段
の
ご
支
援
ご
協
力
を
賜
り
、

紙
面
を
お
借
り
し
ま
し
て
厚
く
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。

近
年
の
農
業
農
村
を
取
り
巻
く

情
勢
は
、
農
業
従
事
者
の
高
齢
化

や
減
少
、
耕
作
放
棄
地
の
増
大
、

農
業
水
利
施
設
の
老
朽
化
な
ど

様
々
な
課
題
に
加
え
、
人
口
減
少

や
少
子
高
齢
化
に
伴
う
国
内
市
場

の
縮
小
、
貿
易
自
由
化
の
動
き
な

ど
、
今
後
も
厳
し
い
環
境
が
予
想

さ
れ
ま
す
。

さ
て
、
昨
年
九
月
に
改
正
土
地

改
良
法
が
施
行
さ
れ
、
担
い
手
へ

ご
あ
い
さ
つ

茨
城
県
土
地
改
良
事
業
団
体
連
合
会

　
　
県

南

事

業

所

　
　
　
所
　
長
　
小
　
沢
　
裕
　
市

の
農
地
の
集
積
・
集
約
に
向
け
、

農
地
中
間
管
理
機
構
と
連
携
し
た

新
た
な
基
盤
整
備
事
業
の
創
設
、

更
に
は
、
耐
用
年
数
を
超
過
し
た

農
業
水
利
施
設
の
増
加
に
伴
う
突

発
事
故
へ
の
対
応
な
ど
、
農
業
競

争
力
の
強
化
に
向
け
た
施
策
が
展

開
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
中
、
近
年
の
農
業

及
び
農
村
を
め
ぐ
る
情
勢
の
変
化

に
対
応
す
る
と
と
も
に
、
土
地
改

良
区
の
業
務
運
営
の
適
正
化
を
図

る
た
め
、
土
地
改
良
区
の
組
合
員

資
格
の
拡
大
、
総
代
会
の
設
置
及

び
土
地
改
良
区
連
合
の
設
立
に
係

る
要
件
の
緩
和
等
の
措
置
を
講
ず

る
こ
と
等
が
盛
り
込
ま
れ
た
「
土

地
改
良
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法　
　
　

律
」
が
本
年
三
月
の
国
会
に
提
出

さ
れ
ま
し
た
。
今
後
の
改
良
区
運

営
に
大
き
く
影
響
す
る
こ
と
が
見

込
ま
れ
ま
す
。

ま
た
、
農
業
従
事
者
の
減
少

や
、
農
村
の
混
住
化
が
今
後
ま
す

ま
す
進
ん
で
い
く
こ
と
が
見
込
ま

れ
る
中
で
、
将
来
に
わ
た
り
農
業

水
利
施
設
を
適
正
に
維
持
管
理
し

て
い
く
た
め
に
は
、
土
地
改
良
区

の
体
制
強
化
と
、
適
時
、
適
切
な

補
修
及
び
管
理
が
必
要
と
な
っ
て

お
り
ま
す
。

そ
の
土
地
改
良
事
業
を
推
進

し
、
基
幹
的
農
業
水
利
施
設
等
を

維
持
管
理
し
て
い
る
土
地
改
良
区

は
、
農
村
環
境
の
保
全
を
は
じ
め

と
し
て
、
そ
の
存
在
意
義
は
、
更

に
高
ま
っ
て
い
く
も
の
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

本
会
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
土

地
改
良
区
は
地
域
農
業
を
守
る
重

要
な
組
織
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

踏
ま
え
な
が
ら
、
会
員
の
皆
様
と

一
緒
に
な
っ
て
本
県
農
業
の
振

興
・
発
展
に
努
め
て
参
り
ま
す
の

で
、
今
後
と
も
、
ご
理
解
と
ご
支

援
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し

あ
げ
ま
す
。

結
び
に
、
新
利
根
川
土
地
改
良

区
の
益
々
の
ご
発
展
と
、
組
合
員

の
皆
様
方
の
ご
健
勝
を
ご
祈
念
申

し
上
げ
ま
し
て
ご
挨
拶
と
致
し
ま

す
。



(5) 第 49 号 平成30年6月1日新 利 根 川 だ よ り

第
一
六
三
回

　
通
常
総
代
会
を
開
催

第
一
六
三
回

　
通
常
総
代
会
を
開
催

　
平
成
三
十
年
三
月
二
十
八
日

（
水
）
当
改
良
区
大
会
議
室
に
お

い
て
総
代
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

総
代
定
数
七
十
八
名
の
内
六
十
九

名
が
出
席
さ
れ
、
慎
重
審
議
の
結

果
、
提
出
さ
れ
た
議
案
す
べ
て
が

原
案
通
り
可
決
及
び
承
認
決
定
さ

れ
ま
し
た
。

（高橋　孝	議長）

【決議された議案】

議案第１号

　�平成29年度新利根川土地改良区一般会計第二次収支

補正予算について

議案第２号

　�平成29年度特別会計基本財産積立金第二次収支補正

予算について

議案第３号

　�平成29年度特別会計償還準備積立金第二次収支予算

について

議案第４号

　�平成29年度特別会計退職給与積立金第二次収支補正

予算について

議案第５号

　�平成29年度特別会計基幹水利施設管理事業収支補正

予算について

議案第６号

　�平成29年度特別会計償還金第二次収支予算について

議案第７号

　�平成30年度新利根川土地改良区一般会計収支予算に

ついて

議案第８号

　�平成30年度新利根川土地改良区一般会計収支予算に

伴う政策金融公庫資金借入れについて

議案第９号

　�平成30年度新利根川土地改良区一般会計予算内一時

借入金について

議案第10号

　�平成30年度新利根川土地改良区余裕金の預入先金融機

関について

議案第11号

　�平成30年度新利根川土地改良区役員の報酬・賞与・手

当・旅費について

議案第12号

　�平成30年度特別会計基本財産積立金収支予算について

議案第13号

　�平成30年度特別会計償還準備積立金収支予算について

議案第14号

　�平成30年度特別会計財政調整積立金収支予算について

議案第15号

　�平成30年度特別会計機材償却積立金収支予算について

議案第16号

　�平成30年度特別会計土地改良施設整備基金積立金収

支予算について

議案第17号

　�平成30年度特別会計退職給与積立金収支予算について

議案第18号

　�平成30年度特別会計基幹水利施設管理事業収支予算に

ついて

議案第19号

　平成30年度特別会計基幹水利施設管理事業予算内一

時借入金について

議案第20号

　�平成30年度特別会計償還金収支予算について

議案第21号

　�平成30年度新利根川土地改良区経常賦課金、県営潅

排賦課金賦課率及び徴収期限について

議案第22号

　�平成３０年度特別会計償還金賦課率及び徴収期限に

ついて

議
　
長

　

高　

橋　
　
　

孝　

総
代

（
金
江
津
地
区
）

来
　
賓

　

大　

塚　

正　

美

（
稲
敷
土
地
改
良
事
務
所
長
）　

　

小　

沢　

裕　

市

（
茨
城
県
土
地
改
良
事
業
団
体

連
合
会
県
南
事
業
所
長
）



第 49 号 (6)平成30年6月1日 新 利 根 川 だ よ り

平成30年度　予算のあらまし
一般会計　収支共　940,111千円

■一般会計予算

■特別会計予算

●収入

項　　目 金額（千円）割合（%）

組 合 費 353,333 38.0

決 済 金 10

0.1財 産 収 入 10

寄 付 金 1

諸 収 入 10,502 1.0

負 担 金 1,201 0.1

繰 入 金 1,433 0.2

補 助 金 170,979 18.0

借 入 金 88,306 9.0

地元負担金 143,738 15.0

事業交付金 14,553 2.0

補 償 金 130,000 14.0

繰 越 金 26,045 3.0

計 940,111 100.0

●支出

項　　目 金額（千円）割合（%）

事 務 費 152,017 16.0

徴 収 費 1,151 0.1

維持管理費 191,094 20.0

事業促進費 1,200 0.1

財 産 費 16,948 2.0

負 担 金 25,024 3.0

返 納 金 1 0.0

分 担 金 88,307 9.0

事 業 費 459,269 49.0

予 備 費 5,000 1.0

繰 越 金 100 0.01

計 940,111 100.0

会　　　計　　　名 予算額（千円） 内　　　　　　　容

基 幹 水 利 施 設 管 理 事 業 223,081 国営施設の管理（稲敷市より受託）

償 還 金 360,638 県営灌排・団体営事業等償還

決済金
財産収入　0.1%
寄付金

諸収入 1.0%負担金 0.1%
繰入金 0.2%

借入金 9.0%

補償費 14.0%
繰越金 3.0%

事業交付金 2.0%
組　合　費

38.0%収　入
940,111千円
収　入

940,111千円
補助金 18.0%

地元負担金
15.0%

予備費 1.0%
繰越金 0.01%

徴収費 0.1%

事業促進費 0.1%

財産費 2.0%

負担金・返納金
3.0%

分担金 9.0%

支　出
940,111千円
支　出

940,111千円

事　務　費
16.0%

事　務　費
16.0%

維持管理費
20.0%

維持管理費
20.0%

事　業　費
49.0%

事　業　費
49.0%
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平成３０年度の事業実施計画について

１． 基幹水利施設ストックマネジメント事業　

新利根第１用水機場地区（556.7ha） 

・事 業 費：373,000,000 円�

・施 行 年 度：H26 年度～ H31 年度�

・本年度予算額：事業費　当初　2,580,000 円�

・事業の内容：�電気設備工

２． 土地改良施設維持管理適正化事業　　　

第 39 期生　新利根川地区（脇川用水機場）

（136.8ha） 

・事 業 費：16,170,000 円�

・施 行 年 度：H30 年度�

・本年度予算額：事業費　当初　14,700,000 円�

・事業の内容：ポンプ・電動機その他整備

３． 基幹水利施設管理事業　新利根川沿岸地

区（代表市町・稲敷市より受託）（7,030ha） 

・事 業 費：239,560,000 円�

・管 理 受 託：222,930,000 円�

・施 行 年 度：H30 年度�

・本年度予算額：事業費　当初　222,930,000 円�

・事業の内容：�ポンプ・電動機・変圧器・その

他一式　電力料　一式

４． 農業基盤整備促進事業　新利根川沿岸６

期地区 

（代表市町・稲敷市より受託）（5,716.0ha） 

・事 業 費：88,000,000 円�

・管 理 年 度：H30 年度�

・本年度予算額：事業費　当初　80,000,000 円�

・事業の内容：�ポンプ・電動機・制御設備・減速機・

排水路護岸工・その他一式

５． 農業生産基盤整備事業  東大沼地区（11ha）・

新田地区（10ha）・西の洲第１機場・西の

洲第２機場（52.9ha） 

・事 業 費：220,881,000 円�

・施 行 年 度：H30 年度�

・本年度予算額：事業費　当初　200,800,000 円�

・事業の内容：�東大沼　新田排水路護岸工・西

の洲機場及び排水路護岸工

６． 補償事業　稲敷市道横断パイプライン移

設工事 

・事 業 費：130,000,000 円�

・施 行 年 度：H30 年度�

・本年度予算額：事業費　当初　130,000,000 円�

・事業の内容：�φ 600㎜・φ 500㎜×３ヶ所・　

φ 200㎜・φ 150㎜

脇川用水機場 伊崎機場ポンプ
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平成２９年度工事・調査の実施状況
◆かんがい排水事業（新農業水利システム保全整備事業）〈横利根川地区〉

▲総事業費　�759,300,000 円�
（負担割合：国 50%・県 25%・地元 25%）

▲工　　期　平成 18 年度～平成 29 年度
▲受益面積　A=273.7ha
▲事業内容　用水機場附帯工事

（場内整備工、除塵設備、道路附帯工、排水路護岸工）
送水管　L�=�2,245 ｍ　変更　L�=�1,140 ｍ��　
その他　一式

▲平��成 29 年度事業費
　　当初 62,850,000 円　変更　58,003,668 円�
　　�西代第１排水機場ポンプ設備工事（水中ポンプ２台、遠

隔操作システム一式）

◆基幹水利施設ストックマネジメント事業　新利根第 1 用水機場地区

▲総事業費　�358,000,000 円�
（負担割合：国 50%・県 25%・地元 25%）

▲工　　期　平成 26 年度～平成 31 年度
▲受益面積　A=556.7ha
▲事業内容　ポンプ設備等の改修計画
▲平��成 29 年度事業費　3,225,000 円�

ポンプ設備附帯工事（変圧器更新　1台）

v◆土地改良施設維持管理適正化事業　第４０期生　新利根川地区（佐原組新田用水機場）

▲総事業費　�16,500,000 円�
（負担割合：国 30%・県 30%・地元 40%）

▲工　　期　平成 29 年度　　▲受益面積　A=182.4ha
▲事業内容　ポンプ設備整備工事（ポンプ・電動機・その他　一式）

◆基幹水利施設管理事業　新利根川沿岸地区

▲総事業費　�232,890,000 円�
（負担割合：国 30%・県 30%・市町 30%・地元 10%）

▲管理受託費　215,690,000 円　　▲工　　期　平成 29 年度
▲受益面積　A=7,030.0ha
▲平成 29 年度事業費　197,920,000 円
　　整備費　当初　92,500,000 円　　変更　113,145,000 円
▲事業内容
　　�十余島用水機場　ポンプ設備整備工事　受電機器更新工

事・太田金江津用水機場　電動機整備工事　ポンプ附帯
設備整備工事　通信ケーブル張替工事・伊崎排水機場　　　　
ポンプ設備整備工事・大須賀用排水機場　電気設備整備
工事

　　電力料等

◆農業基盤整備促進事業　新利根川沿岸 5 期地区 　　

▲総事業費　�38,000,000 円�
（負担割合：国 50%・地元 50%）

▲工　　期　平成 29 年度　　▲受益面積　A=5,713.0ha
▲事業内容　大須賀用排水機場　ポンプ設備整備工事
　　　　　　十余島排水機場　　ポンプ設備整備工事
　　　　　　金江津排水機場　　ポンプ設備整備工事
　　　　　　伊崎排水機場　　　電気設備整備工事

◆農業生産基盤整備事業　東大沼・新田地区

▲総事業費　�51,140,000 円�
（負担割合：県 37.5%・市 12.5%・地元 50%）

▲工　　期　平成 29 年度
▲受益面積　東大沼地区 A=11.0ha・新田地区 A=10.0ha
▲事業内容　�東大沼地区排水路護岸工事・新田排水機場備整

備工事
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平成 28 年度
収支決算報告

収入済額	 1,927,482,785 円也
支出済額	 1,143,187,651 円也
差引残高	 784,295,134 円也	（次年度へ繰越）

▼収入

科　　　　目 決 　算　 額 摘　　　　要

１）組 合 費 343,209,243 徴収率 97.06％

２）決 済 金 498,100 農地転用決済金

３）財 産 収 入 13,800 農林中金、県信連出資配当金

４）寄 付 金 0

５）諸 収 入 7,901,070 機材使用料、他目的使用料、電柱敷地料

６）過 年 度 収 入 4,856,800 未収賦課金

７）負 担 金 13,490,013 事務受託費、市負担金

８）繰 入 金 892 特別会計より

９）補 助 金 28,350,000 国費補助金、県単事業補助金

10）借 入 金 9,087,000 政策金融公庫より　横利根、新利根地区

11）地 元 負 担 金 38,088,948 東大沼地区、清久島地区外

12）事 業 交 付 金 14,580,000 清久橋向用水機場

13）繰 越 金 21,638,420 前年度より

収　入　合　計 481,714,286

▼支出

科　　　　目 決 　算　 額 摘　　　　要

１）事 務 費 127,956,837 報酬、手当、事務所費外

２）徴 収 費 1,786,678 賦課金通知書郵送料、振替手数料

３）維 持 管 理 費 172,131,931 電力料、施設管理費

４）事 業 促 進 費 466,764 広報費

５）財 産 費 29,933,810 特別会計へ

６）負 担 金 22,653,920 基幹水利事業負担金外

７）返 納 金 0

８）分 担 金 9,087,500 横利根地区、新利根第１機場地区

９）事 業 費 89,691,440 東大沼地区、清久島地区外

10）総 代 選 挙 費 754,853 選挙経費

11）予 備 費 0

支　出　合　計 454,463,733 12）繰越金 27,250,553 次年度へ

■ 一 般 会 計 ■

■ 特 別 会 計 ■

会　　計　　名 収 入 済 額 支 出 済 額 差 引 残 高

１）基 本 財 産 積 立 金 630,888,502 54,374,620 576,513,882
２）退 職 給 与 積 立 金 96,822,642 43,070,928 53,751,714
３）基 幹 水 利 施 設 管 理 事 業 197,994,180 197,994,180 0
４）国 営 事 業 償 還 金 124,391,463 74,509,743 49,881,720
５）償 還 金 395,671,712 318,774,447 76,897,265

合　　　　　計 1,445,768,499 688,723,918 757,044,581

◆平成28年度の決算が平成29年8月9日開催の臨時総代会で承認されました。◆
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平成 28 年度 財産目録
【資産】 単位：円【負債】 単位：円

摘　　　　　　　　　　要 金　　額 摘　　　　　　　　　　要 金　　額

流動資産
968,178,827

長期負債
953,486,236

現金及び預金 現 金 一般会計 0 長期借入金 日本政策金融公庫 580,204,542

特別会計 0 常 陽 銀 行 94,288,571

預 金 一般会計 27,250,553 筑 波 銀 行 117,697,275

特別会計 償 還 金 会 計 77,438,890 平準化資金（ＪＡ稲敷） 129,730,000

国営事業償還金 49,881,720 J A 稲 敷 1,285,000

国営負担金 新利根川沿岸（一般型） 399,385

未 収 金 未収賦課金 一般会計 77,709,273 新利根川沿岸（特別型） 29,881,463

特別会計 償 還 金 会 計 71,025,043

国営事業償還金 33,753,263

特定資産 各種積立金 630,265,596

基本財産 出資金等 854,489

固定資産
34,303,997

短期負債
53,751,714

土 地 21,309,876 引 当 金 退職給与積立引当金 37,599,562

建 物 3,017,977 退任慰労積立引当金 16,152,152

備 品 9,976,144

資　　産　　合　　計 1,002,482,824 負　　債　　合　　計 1,007,237,950

平成２９年５月３１日調製

◀ 平成 28 年度 賦課金の徴収状況 ▶

会　計　名 調　定　額 納 入 済 額 未　納　額 未納者数 徴 収 率

賦 課 金 353,370,269 343,209,243 10,161,026 239 97.1%

償 還 金 332,701,055 323,098,466 9,602,589 202 97.1%

合　　　計 686,071,324 666,307,709 19,763,615 251 97.1%
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◆期 日	 平成29年10月13日（金）〜14日（土）

◆視 察 地	 群馬県渋川市　赤城西麓土地改良区

◆視察内容	 ●		国営かんがい排水事業「赤城西麓地区」の概要について

総代視察研修報告

◀事業予算に関する要望活動状況▶
● 農業農村の集いに参加　上月良祐参議院議員に要請文

を提出
　平成２９年１１月１５日に全国土地改良事業団体連合会
主催の「農業農村の集い」が開催されました。「平成３０年
度当初予算の確保」を含む
５項目の要請文が決議され、
茨城県土連役員として農林
水産大臣政務官の上月良祐
参議院議員へ要請文を提出
いたしました。

● 茨城県土地改良事業団体連合会役員　茨城県知事へ要望書を提出
　平成２９年１２月６日に、横山忠市副会長他役員と共に、大井川和彦茨城県知事と面談し、「農業農
村整備事業の県予算の確保に対する要望書」を知事へ提出いたしました。

※本年度も引き続き、予算確保はもとより、着実に事業推進が図られるよう要望してまいります。
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■平成３０年度 償還金賦課率一覧表

◆平成30年度　新利根川土地改良区の賦課金について◆

前　　期

種　　類 賦課率（1,000㎡当り） 発行年月日 徴収期限

経 常 賦 課 金
田　3,150円
畑　1,050円

平成30年6月1日 平成30年7月2日

後　　期

種　　類 賦課率（1,000㎡当り） 発行年月日 徴収期限

経 常 賦 課 金
田　3,150円
畑　1,050円

平成30年9月3日 平成30年10月1日

県 営 灌 排 賦 課 金
田　4,000円
畑　2,660円

土地改良法第３７条　新利根川土地改良区定款第３０条により延滞金が発生いたします。( 年利１４．６％）　

平成 30 年 9 月 3日発行

口座振替をご利用の方は、納期の前に残高の確認等、期限内納付へのご協力をお願いします。

地　　区　　名 1,000㎡当り賦課率
償還完
了年度

地　　区　　名 1,000㎡当り賦課率
償還完
了年度

56 伊 崎 土 地 総

　排
円

８００

H35
62 十余島Ⅲ期土地総

　排
円

１，０００

H35
１支 ６０ 支排 ３００

　暗 ４５０ 　暗 １, ５２０

　パ ７３０

64 東 中 央 土 地 総

　排 １, ８２０

3557 十余島Ⅰ期土地総
　排 １，０００

35
　暗 ２, １２０

　暗 ８００ 佐パ ４９０

59 十余島Ⅱ期土地総
　排 ７５０

35
排泥 １２０

　暗 ７００ 66 金江津Ⅱ期土地総 　暗 ９６０ 37

60 東 村 西 部

　ほ １, ４００

35
70 新 橋 地 区 経 営 体

　排 ２, ９９０

41
　暗 ５００ 　パ ２１０

護岸 ２５０ 護床 ９０

護床 ５００ 　暗 １, ５３０

　パ ９２０ 71 八 筋 川 開 拓 　ポ １, ５００ 47

61 金江津Ⅰ期土地総

支排 ４５０

35

41 県 営 新 利 根 地 区 完　了

清支 ３５０
徴収期限　平成 30 年 10 月 1 日限り

小排 ５００



(13) 第 49 号 平成30年6月1日新 利 根 川 だ よ り

組合員の皆様へ！お願い…

◆不法投棄は犯罪です◆

　組合員の皆様には、多面的機能支払い交付金等の活動で水路の清掃を行っていただいておりますが、

未だに水路への不法投棄があります。また、廃材やモミガラを水路敷で燃やす等の行為も報告されて

おります。これらのゴミは台風などの際に排水機場まで流され、土地改良区が処分しておりますが、

その費用は貴重な賦課金から支出されます。

　どうか皆様には、水路等の施設は共有の財産という認識をお守りいただき、不法投棄防止にご理解

とご協力をお願いいたします。

◆蛇口の盗難にご注意下さい◆

　昨年度もパイプライン蛇口の盗難が多数発生しております。非かんがい期には蛇口を取り外す等の

対策をお願いします。（用水開始時期には取付けをお願いします）

　パイプライン蛇口は個人の管理となっておりますが、被害を発見された際はご連絡をお願いします。

また改良区では蛇口の販売を行っておりません。

水路を守ろう！

個人の場合  5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金またはその両方の罰
法人の場合  3億円以下の罰金刑

ゴミの
不法投棄はしない！！　

不法投棄は
犯罪です！！

◆ 農道、用排水路の溝畔等に粗大ゴミ（テ

レビ・廃タイヤ・空瓶・空缶等）の不法

投棄が最近多く見られます。投棄を目撃

された方は、土地改良区にご一報下さい。

　 　また、油脂類は絶対に水路へ捨てない

で下さい。農作物、魚類に大きな被害を

及ぼします。

水路を守ろう！
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◆ 維 持 管 理 区 分 ◆
  国営機場及び国営等の幹線・支線水路の管理は改良区が、県団体営機場については、整備を改良区が行

い、操作及び日常の点検管理・清掃等を地区管理委員会に委託しております。又、地区の用水路（パイプ

ライン）・小排水路等は管理委員会が、取水栓（蛇口）落水工・暗渠排水等は、受益者の管理となっており

ます。

【用水管理模式図】

取水口 国営機場

配水槽
幹線分水口 支線分水口

団体営機場県営機場

各地区パイプライン（用水路）

蛇口（取水栓）

改 良 区 管 理

委 員 会 管 理

受益者管理
農地

　用水は、取水口に始まり用水機場・幹線用水路・支線用水路さらに地区管理の用水路（パ
イプライン）受益者等管理の取水栓（蛇口）等に枝分かれしながら水田に用水を行ってお
ります。

当改良区は原則として施設末端まで管理しておりません。
用排水に関するご相談は、まずは各地区管理委員会へお願いします。

【排水管理模式図】

    排水は、水田から落水工及び暗渠排水により小排水路に流下させ支線排水路・幹線排水
路を経由して、遊水池に集り溜まった水を、排水機場によりポンプアップして一級河川等
に排水しております。

河
川
等

委 員 会 管 理受益者管理 改 良 区 管 理

落水工、暗渠排水等 各地区小排水路 県営支線水路 国営幹線水路 国営排水機場

農地
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新利根川土地改良区機構図

平成３０年４月１日現在

◆職員１６名
◆嘱託　４名

総　　代　　会　　７８名

理 事 会　　 １７名 監 事 会 　　５名

総　務　課 職員７名　嘱託２名

総務課長 補佐兼会計主任

経 理 係

庶 務 係

賦課徴収係

用 務 係

滞納整理係

工　務　課
調査設計係

設 計 係

技 術 係

事業調整係

職員４名　嘱託１名

工務課長 課長補佐

管　理　課
保 全 係

整 備 係

水利調整係

施 設 係

職員５名　嘱託１名

管理課長

運 営 委 員 会

徴収対策委員会

用排水調整委員会　
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平成30年度　管理委員長名簿
系 統 施 設 名 地 区 名 管理委員長 系 統 施 設 名 地 区 名 管理委員長

新
　　
利
　　
根
　　
川

十
余
島
用
水
機
場

十
余
島
系

本新用水機場
上 之 島 平 野  敦 司

排
水

平須排水機場 西 部 平 須 髙 木  一 浩

新 川 黒 田  京 治 新平須機場 新 平 須 上 野　　裕

結佐六角用水機場
結 佐 大 録 　 豊 内沼排水機場 金江津内沼宮前 高 橋　　衛

六 角 岡 野  貞 雄

井
戸

神宮寺第一機場

神 宮 寺 関 川 　  昭
手賀八千石用水機場

手 賀 組 新 田 水 飼  正 実 神宮寺第二機場

八 千 石 髙 嶋 　 旬 神宮寺第三機場

十余島南用水機場

四 ツ 谷 風 間  敏 功 谷中第一機場
谷 中 濱 田  昭 一

曲 渕 塚 本  保 夫 谷中第二機場

押 砂 吉 田  光 吉

霞
　
ヶ
　
浦

尾島第１機場 尾 島 高 須  恵 悟

佐原組新田用水機場 佐 原 組 新 田 椎 名  浩 典 草場・尾島第二機場 草場尾島第二 野 村　　守

大
須
賀
用
水
機
場

大
須
賀
系

分水工

上 須 田 栗 山 　 康 伊崎水門 野田奈川干拓 宮 本  重 信

下 須 田 黒 田  和 也 伊崎西揚水機場

阿 波 崎 根 本  三 雄

北
水
路

新田機場 新 田 組 合 平 山  和 人

伊 佐 部 鳥 羽  　 健 西の洲揚水機場 西 の 洲 小  貫 　 勉

四箇（須賀津東・
甘 田・ 阿 波 崎 ）

平 野  由 雄 西の洲排水機場
西ノ洲北用排水路
調 整 協 議 会

甘 田 南 平 野  　 直 西の洲北揚水機場 〃

釜 井 永 長  秀 敏 西の洲北・弁天水門 〃

幸 田 郡 　 良 雄 野田奈機場 野田奈川干拓 宮 本  重 信

中 島 平 山  與 衛 浜田組合機場 浜 田 組 合 小 貫  　 弘

水利調整員 大 須 賀 系 蛯 原 　  一 浜田機場

太
田
金
江
津
用
水
機
場

太
田
系

水利調整員 太 田 系 土 肥  徳 良

南
水
路

須賀津用水機場

四 箇　　　　　　
（須賀津西・馬渡）

平 野  由 雄

大須賀北部機場 大 須 賀 北 部 山 口  輝 雄 須賀津排水機場

分水工

東村西部　福田 渡 辺  良 一 須賀津水門

東村西部　市崎 山 口  一 元 馬渡用水機場

東村西部　町田 篠 原  　 清 馬渡排水機場

東村西部　大沼 松 本  正 一
利根川

余津谷機場 余 津 谷 佃　　貫 之

東大沼機場 東 大 沼 甲 賀  松 夫 流作用水機場 流 作 大 録　　豊

分水工

清 水 坂 本 　  旭

横
利
根
川

境島機場 境 島 羽 生　 　猛

太 田 池 松 田  彦 一 八筋川開拓第１機場
八 筋 川 開 拓 深 澤  義 男

駒 塚 小 川  昌 一 八筋川開拓第２機場

太 田 下 土 肥  徳 良 東六区八筋川用水機場
西 代 卜 杭 鐙 田  裕 一

太 田 上 宮 内 　  修 東六区八筋川排水機場

柴 崎 松 浦  　 規 西代用水機場
西 代 １、 ２ 大 戸  常 男

金
江
津
系

脇川用水機場 脇 川 秋 元  正 治 西代第２排水機場

清久島橋向用水機場

橋 向 根 本  掌 吉 西代中島機場 西 代 中 島 太 田  正 美

清 久 島 大 野 　 孝

福 田 お て い 渡 辺  良 一

平須用水機場 西 部 平 須 髙 木  一 浩

分水工 大 浦 髙 橋  克 雄

十平用水機場
十 三 間 戸 海 保  喜 一

平 川 塚 本  　 広

新橋用水機場 新 橋 森 川  丈 夫

金江津用水機場 金江津内沼宮前 高 橋　　衛

分水工
桑 山 新 田 武 田  　 明

栁 浦 椎 塚  瑞 男

新利根第一機場 新 利 根 篠 田  　 孝

「水の出が悪い」「漏水している」等の問い合わせ
が直接土地改良区に寄せられますが、地区のパイ
プライン、排水路に関しては、地区管理委員会が
管理しております。
ご理解と、ご協力をお願いしたします。
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「役員の改選」来春に !

当土地改良区の役員（理事・監事）の任期は、平成３１年４月３日をもって満了となります。

役員選挙は、定款及び役員選挙規程により、任期満了の日前６０日から１０日までに、総代会におい

て選挙を行うことが定められております。

理事の定数は１７名、監事の定数は５名です。

役員は各被選挙区につき、その区域に所属する組合員の中から選挙いたします。

各被選挙区から選挙すべき役員の定数は次の通りです。

お知らせ

被選挙区 被選挙区域
定数

理　事 監　事

第一被選挙区 稲敷市　 伊崎・戌渡・柴崎・太田・下太田・南太
田・寺内・小野・堀川・伊佐津

3 名 1 名

第二被選挙区 稲敷市　桑山・駒塚・椎塚・高田 1 名

第三被選挙区 稲敷市　 浮島・阿波・甘田・須賀津・四箇・神宮
寺・上馬渡・下馬渡

3 名 1 名

第四被選挙区 稲敷市　 新橋・清水・町田・東大沼・市崎・福田・
中島・幸田・脇川・釜井・伊佐部・阿波
崎・下須田・清久島・余津谷・橋向・押
沙・曲渕・四ツ谷・六角・結佐・八千石・
佐原組新田・手賀組新田・上須田・上之
島・石納・佐原下手・西代・八筋川・境
島

7 名 2 名

第五被選挙区 河内町　 長竿・片巻・下加納・和銅谷・金江津・
平川・十三間戸

3 名 1 名
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このような時は必ず届出が必要となります。このような時は必ず届出が必要となります。

水土里ネット新利根川　☎ ０２９９−７９−２４１７

組合員資格に異動があったとき

◆ 農地の所有権や耕作権の異動。 

（売買、相続、賃借権、交換等）

◆農業者年金等受給のために経営を移譲。

◆組合員が亡くなられたとき。

◆住所の変更。

農地を転用するとき

◆ 農地を宅地や駐車場等に地

目変更する。

◆ 公共事業等により用地買収さ

れた。

◆地籍調査により地目が農地

以外になった

◆決済金の納付が必要です。

改良区施設を使用するとき

◆ 雨水や浄化槽排水を水路に放流

する。

◆ 水路に橋を架け、出入り口を作る。

◆施設用地に工作物を設置する。

◆�使用料が発生する場合があります。

組合員資格得喪通知書
口座振替の変更もお願いします。

農地転用届
地区除外申請書
施設使用承認書

他目的使用申請書
施設使用承認書

土地改良法第 43 条により組合員からの通知が義務付けられております。

公共機関で手続きを行っても、土地改良区に届出が無ければ、賦課金等の変更はできません。

あとがき
　穏やかな天候に恵まれ、田植えもほぼ終えた頃かと思います。当地区においても、

農地の集積が本格化してまいりました。今後の事業補助制度等は担い手への農地の集

積と集約が必須条件となってきます。

　担い手となった農家は、今後経営者として他の地域や国と競争してゆかなければな

りません。

　土地改良区としても農地が集積されれば、組合員が減ることになり、施設の維持管

理や運営体制もそれらに対応する事が求められます。時勢の変化と皆様のご期待に応

えられるよう努めてまいりますので、引き続き組合員の皆様のご理解とご協力をお願

い致します。

ご注意ください !【農地の売買や借入をするとき】

　賦課金の未納がある農地を売買・借入等すると、法律により、新しい耕作者が未納金の支払

い義務を負うことになります（土地改良法 42条 1項）。
　滞納があることを知らなかった場合でも、滞納のある農地の所有権を得たり、農業委員会を

通して利用権の設定を受けてしまうと、法律上、未納金の支払い義務を免れることができなく

なってしまいますので、農地を購入したり、利用権の設置を受けるときは、その土地に土地改

良費の滞納がないか、必ず事前に確認してから契約を締結するよう、ご注意下さい。


